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１ 管理計画作成方針

（１）山陰海岸国立公園管理計画作成方針

現在の山陰海岸国立公園は、昭和30年６月20日に山陰海岸国定公園として指定され、昭

和38年７月15日に山陰海岸国立公園に昇格指定された。また、昭和46年１月22日には海中

公園地区の指定がなされた。

当国立公園は、京都府（京丹後市）、兵庫県（豊岡市、香美町、新温泉町）、鳥取県（鳥

取市、岩美町）の３府県３市３町にまたがり、東西約75km、面積8,783ha、このうち海中

公園地区は５地区６箇所に合計67.2haとなっている。

小面積の国立公園ではあるが、区域内には海蝕崖や海蝕洞等の海蝕地形が発達したリア

ス海岸や、その一方で鳥取砂丘、小天橋、久美浜湾等多くの変化に富んだ海岸線を有して

日本海海岸を代表する景観となっている。

山陰海岸の景観は、これらの荒々しさと繊細さを有する海岸地形が特徴である。山陰海

岸国立公園の区域は、この海岸地形を重点に置いて選定されたが、主たる公園利用は鳥取

砂丘、竹野浜、小天橋、丹後砂丘などの砂丘や湾周辺の穏やかな地形のところに限られ、

海岸線の道路についてもリアス海岸の入り組んだ地形のために海岸の景観を眺望できるポ

イントは限られている。

このような地形要因のため、昭和30年代から全国で始まった大規模開発や昭和60年代の

リゾート開発からは逃れられ、自然景観は他国立公園と比べても比較的良好に維持されて

きたが、森林や海浜での松枯れや海岸漂着ゴミの増加、地域住民の転出による過疎・高齢

化、市町村の大規模合併といった新しい経済・社会状況が、地域制公園の管理の課題とし

て浮上してきている。

このような状況の中で、変化しつつある地域の経済・社会状況等を的確に把握し、国立

公園の保護と利用の両立を図っていくことは、ますます重要な課題といえる。

山陰海岸国立公園の現地管理は、近畿地方環境事務所が、地元の地方自治体と連携し、

その他の関係機関や団体、地域住民の協力を得ながら行っている。

地域の自然環境や社会環境の実情に即した適切かつ円滑な管理を行うためには、関係機

関・団体、学識経験者等の意見を踏まえた明確な方針を示し、この下に管理の徹底を図る

ことが重要である。この認識の下に、山陰海岸国立公園において本管理計画を作成するこ

ととする。

本管理計画は、当地域の特色、国立公園の管理の実態及び課題を踏まえ、風致又は景観

の保護管理、公園事業の取扱い、利用者指導、美化清掃、行政間の円滑な調整等について

取扱方針をできるだけ明確にし、現地管理の指針とするものである。

（２）本管理計画改定方針

現行の管理計画は、平成９年度の計画策定後、12年が経過している。この間、行政改革、

市町村合併などの社会情勢の変化にともない、国立公園の整備・管理体制も様変わりして

いる。また、管理計画が行政手続法（平成５年 法律第88号）の許可基準と位置づけられ、

具体的でわかりやすい基準の提示が求められていることから、今般改定を行うこととした。

改定にあたっては特に、地域の特性を活かした計画とするため、公園指定の重要な要件
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ともなっている各種海岸等に代表される地形景観の眺望及び観察ポイント等利用のあり方

について、重点的に見直しを行うこととする。
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２ 国立公園の概況

（１）山陰海岸国立公園の概況

山陰海岸国立公園は、公園自体の面積が小さく、細長く東西に連続しており、全域に共

通する事項も多いことから一公園一管理計画区（山陰海岸全域管理計画区）とする。

① 地形・地質

本国立公園の景観の中心となるのは、約75kmに及ぶ海岸線である。その海岸線の大部分

は、中国山地がそのまま海に落ち込んで形成されたもので、山地が直接海に接しているリ

アス海岸（沈降海岸）となっている。日本海の荒波と季節風による浸食・風化により海蝕

崖、海蝕洞、岩礁等が多く、特に海から眺望すると鎧ノ袖に代表される海蝕崖や、釣鐘洞

門・孔雀洞門等の海蝕洞を見ることができる。

一方、鳥取砂丘や、久美浜湾をふさぐ砂州である小天橋等の砂浜地形は、海蝕地形とは

対照的な景観となっている。

地質は、安山岩、玄武岩、流紋岩等の噴出岩（節理の発達したものが各所に見られる）

と、その砕屑物からなる集塊岩、凝灰岩、砂岩等を主とし、一部の地域では、花崗岩、石

英斑岩等も見られる。このように岩石の種類の豊富さ、分布の複雑さ、またその特質な地

形が海岸では随所で見られることから、「地質の公園」、「岩石美の公園」とも呼ばれてい

る。

また、城崎温泉をはじめとして、多くの温泉が公園内及びその周辺に湧出している。

② 植生

植生は、当該地域が古くから人間の生活の場として利用されてきたため、大部分が二次

林であり、スダジイ、タブ、カシ類、ヤブニッケイ、ヤブツバキ等により構成される原生

林を維持しているのは、絹巻神社や猫崎半島など一部に限られる。しかし、断崖・岩礁に

生育するクロマツ等の植生や、鳥取砂丘などに見られるコウボウムギ、ハマニガナ、ハマ

グルマ、ハマゴウ、ハイネズ等の砂丘植物は、本国立公園の海岸景観を特徴づけるものと

して重要である。

③ 動物

動物は、ニホンジカ、イノシシ等の大型哺乳類を始め、キツネ、タヌキ、トウホクノウ

サギ等の中型哺乳類のほか、多くの動物の生息が認められる。その中でも特に公園内の特

殊な環境である洞窟や断崖を中心に生活するキクガシラコウモリやハヤブサ、砂丘で生活

するイソコモリグモ、カワラハンミョウ等に動物相の特徴がある。

なお、猫崎半島は渡り鳥の重要な中継地となっており、渡りの季節には数多くの鳥を見

ることができる。このほか、留鳥のウミウ、ウミネコも見られる。

また、海の動物では、対馬暖流の影響を受け、沿岸部には、南方系の魚類や軟体動物が

比較的多く見られる。

④ 利用の現況
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本国立公園の主な利用形態は海水浴で、その他には温泉、キャンプ、釣り等である。

自然公園等利用者数調（環境省自然環境局）によれば、平成19年で579万人となっており、

大阪、京都、神戸等からの利用者が多い。

本国立公園の特徴である地質・地形景観を楽しむ手段として、散策、ドライブ等がある

他、波が穏やかになる夏期を中心に香住、浜坂及び浦富から発着している遊覧船もある。

また、城崎温泉や久美浜、竹野、香住等の各温泉場では冬季のズワイガニのほか、鮮魚

の味わいも魅力のひとつになっており、年間を通じての利用がある。

（２）山陰海岸国立公園の指定及び計画の経緯

現在の山陰海岸国立公園は、昭和30年６月20日に山陰海岸国定公園として指定され、昭和38年

７月15日に国立公園に格上げされた。

その後、昭和46年１月22日に海中公園地区の指定がなされた。

また、平成２年４月６日に公園計画の再検討が行われ、平成８年12月25日には１回目の

公園計画の点検が、平成18年12月26日に２回目の点検が行われた。
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＊過去の経緯

① 公園区域

昭和３０年 ６月２０日

厚生省告示第１９７号 山陰海岸国定公園の指定

昭和３８年 ７月１５日

厚生省告示第３１４号 山陰海岸国定公園の指定の解除

昭和３８年 ７月１５日

厚生省告示第３１３号 山陰海岸国立公園区域の指定

平成 ２年 ４月 ６日

環境庁告示第 ２５号 公園区域の全面的な見直し（再検討）

平成 ８年１２月２５日

環境庁告示第 ８０号 公園区域の変更（第１回点検）

平成１８年１２月２６日

環境省告示第１５６号 公園区域の変更（第２回点検）

② 規制計画

昭和３８年 ７月１５日

厚生省告示第３１５号 公園計画の決定

３１６号 特別地域の区域指定

３１７号 特別保護地区の指定

昭和４６年 １月２２日

厚生省告示第 １２号 特別地域の区域変更及び海中公園地区の指定

平成 ２年 ４月 ６日

環境庁告示第 ２６号 公園計画の全面的な見直し（再検討）

第 ２７号 特別地域の区域変更

第 ２８号 特別保護地区の区域変更

第 ２９号 海中公園地区の指定

平成 ２年１２月 １日

環境庁告示第１０３号 車馬等の乗入れ規制地区の指定（鳥取砂丘）

平成 ５年 １月２０日

環境庁告示第 ５号 車馬等の乗入れ規制地区の指定（丹後砂丘）

平成 ８年１２月２５日

環境庁告示第 ８１号 保護規制計画の変更（第１回点検）

第 ８２号 特別地域の区域変更

平成１８年１２月２６日

環境省告示第１５７号 保護規制計画の変更（第２回点検）

第１５８号 特別地域の区域変更

第１５９号 特別保護地区の区域変更



- 7 -

③ 施設計画

昭和３８年 ７月１５日

厚生省告示第３１５号 公園計画の決定

昭和４０年 ８月３０日

厚生省告示第４１３号 利用施設計画の決定

第４１４号 利用施設計画の変更

昭和４１年 ８月２６日

厚生省告示第３８７号 利用施設計画の決定

昭和４３年１１月 １日

厚生省告示第４３９号 利用施設計画の決定

昭和４４年 ９月１７日

厚生省告示第３０９号 利用施設計画の決定及び竹野集団施設地区の指定

第３１０号 利用施設計画の廃止

昭和４７年 ９月１６日

環境庁告示第 １５号 鳥取砂丘集団施設地区の指定

第 １６号 利用施設計画の決定

第 ２２号 利用施設計画の変更

昭和４９年 ２月 ６日

環境庁告示第 ８号 利用施設計画の決定及び竹野集団施設地区の区域の変更

平成 ２年 ４月 ６日

環境庁告示第 ２６号 公園計画の全面的な見直し（再検討）

第 ３０号 浦富集団施設地区の指定

第 ３１号 鳥取砂丘集団施設地区の区域の変更

平成 ８年１２月２５日

第 ８１号 保護施設計画の追加及び利用施設計画の変更（第一回点検）

平成 ９年１２月１６日

第 ８９号 利用施設計画の変更（近畿自然歩道）

平成１８年１２月２６日

環境省告示第１６０号 浦富集団施設地区の区域の変更（第２回点検）
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（３）保護規制計画、利用施設計画及び国立公園事業執行状況一覧

① 保護規制計画

特別地域 小計 普通地域 合計

特 別 保 第１種 第２種 第３種 (陸域)

護地区 (ha)

京都府 京丹後市 0 148 1,016 23 1,187 19 1,206

兵庫県 豊岡市 34 36 775 2,104 2,949 123 3,072

香美町 247 117 1,092 340 1,796 9 1,805

新温泉町 150 27 466 508 1,151 33 1,184

鳥取県 鳥取市 131 9 810 55 1,005 0 1,005

岩美町 38 18 418 0 474 37 511

合計 600 355 4,577 3,030 8,562 221 8,783

（車馬乗入れ規制地区：2ヶ所89ha、海中公園地区：6ヶ所67.2ha）

②利用施設計画及び国立公園事業執行状況一覧

利用施設計画名 執行事業名一覧

竹野集団施設地区 竹野道路（歩道）、竹野園地、竹野宿舎、竹野休憩所、竹野野

営場、竹野運動場、竹野水泳場、竹野駐車場、竹野給水施設、

竹野排水施設、竹野博物展示施設

今子浦集団施設地区 今子浦道路（車道）、今子浦道路（歩道）、今子浦園地、今子浦

宿舎、今子浦野営場、今子浦運動場、今子浦駐車場

鳥取砂丘集団施設地区 鳥取砂丘道路（歩道）、鳥取砂丘園地、鳥取砂丘宿舎、鳥取砂

丘休憩所、鳥取砂丘野営場、鳥取砂丘駐車場、鳥取砂丘給水施

設、多鯰ヶ池舟遊場

浦富集団施設地区 浦富休憩所、浦富駐車場、浦富博物展示施設

道路（車道） 網野塩江海岸線、久美浜周廻線、兜山周廻線、但馬海岸線、城

崎竹野線、香住三田浜線、香住浜坂線、浜坂浦富線、浦富網代

線、鳥取砂丘線

道路（歩道） 久美浜気比線、来日岳登山道線、近畿自然歩道線、中国自然歩

道線

園地 京都府：五色浜園地、浜詰園地、葛野園地、湊宮園地、

兜山園地

兵庫県：玄武洞園地、来日岳園地、岡見公園園地、三田浜園地、

神引園地、田井園地、城山園地、楽々浦園地

鳥取県：城原園地
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宿舎 京都府：大向宿舎

兵庫県：日和山宿舎、城崎温泉宿舎、境宿舎

展望施設 鳥取県：田後展望施設

野営場 京都府：兜山野営場

兵庫県：浜坂野営場

水泳場 兵庫県：浜坂水泳場

鳥取県：大谷水泳場、岩戸細川水泳場、砂丘水泳場

運輸施設 兵庫県：大師山線索道運送施設

鳥取県：鳥取砂丘索道運送施設

水族館 兵庫県：日和山水族館

ゴルフ場 鳥取砂丘ゴルフ場
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３ 管理の基本方針

「目指す山陰海岸国立公園の姿」を次のとおりとし、その実現のために（１）以下の事

項を推進していくこととする。

・荒々しさと繊細さが見られる海岸景観が適切に保全されていること。

・生物多様性が適切に保全されていること。

・山陰海岸国立公園についての情報を多くの人が利用・共有できること。

・地元住民や周辺都市住民の気軽で多様な利用要望に応えられること。

・温泉利用が適切に行われ、温泉街ではその風景が適切に保全されていること。

（１）海岸の景観資源の保全と展望利用の推進

海蝕崖や海蝕洞門等の海蝕地形が発達したリアス海岸や、その一方で鳥取砂丘、久美浜

湾をふさぐ砂州である小天橋（丹後砂丘）の砂丘地形があり、多くの変化に富んだ海岸線

を有している山陰海岸の景観資源の保全を図るものとする。さらにこれらを構成する学術

的にも貴重な様々な地質資源の保全とその普及啓発に努めるものとする。

また、周辺植生に配慮した上で、園地や車道のポケットパーク・路傍駐車帯等における

視対象への眺望を通景線として必要最小限確保する木竹の伐採（以下:眺望伐採）等によ

り海岸の景観を眺望できる利用の推進を図るものとする。

（２）鳥取砂丘における適切な利用形態の推進と保全

鳥取砂丘は、日本を代表する海岸砂丘であり、その優れた景観を厳正に保護するととも

に適切な利用に供するため、特別保護地区又は第２種特別地域に指定されている。当地域

の利用にあたっては、砂丘の自然環境及び風致景観を損なわないようにする。なお、鳥取

砂丘の利用指導については、６（５）②カで後述する「鳥取砂丘の利用指導方針」により

行うものとする。

（３）自然植生の保全

学術的にも貴重な社叢林や、海岸植生等の自然植生の保全を図るものとする。

①丹後砂丘

丹後砂丘は京丹後市網野町木津川河口から京丹後市久美浜町久美浜湾口に至る東西約７

㎞の海岸で、背後地は耕作地やクロマツ、ニセアカシア等の植林地になっているが、海浜

の砂浜にはハマボウフウ、ハマベノギク、コウボウムギ、ケカモノハシ等の海岸植物が見

られる。特に当該地域には、隠岐島等の限られた地域に分布するトウテイランが自生して

いる。

平成になって、オフロード車等の乗入れに伴う海岸植物の損傷等が問題になり、平成５

年１月に車馬等乗入れ規制地区に指定された。今後は、これらの海岸植物の復元をモニタ

リングし、必要に応じ、立入り防護柵等の整備を検討するものとする。

②鳥取砂丘
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鳥取砂丘は、地形の起状の大きさ、風紋、砂簾、スリバチ等の多様な砂丘地形及び現象

が見られ、日本一の海岸砂丘として貴重な地域である。

しかし近年、本来砂丘地に生育していなかった植物の繁茂により、砂丘植物及びその生

育環境である砂が常に移動する条件が損なわれてきていることから、別紙１「鳥取砂丘景

観保全の課題」に基づき、効率的かつ適切な保全事業を実施するものとする。

（４）地域における保護管理体制等の構築

地元小中学校での国立公園に関する講義や興味地点での案内板、解説板等の充実したサ

イン整備により「地域の人々が、山陰海岸国立公園の景観に誇りを持ち、大切に思う気持

ち」を掘り起こして育むことで、「自ずから、地域の自然環境が保全され、国立公園とし

ての適切な利用がなされるような状態」へ誘導していくよう努める。

（５）山陰海岸国立公園に関する情報収集と情報発信

山陰海岸を見るだけではなく、学べるよう、各主体が拠点の整備や改修を図るとともに、

自然景観・地質等に関する情報収集、ウェブサイト等の活用による情報の共有を図り、マ

スコミや観光協会、ＮＰＯ団体等をはじめ国や関係自治体等が連携して、恒常的に山陰海

岸国立公園についての適正な情報発信、ＰＲを行い適切な公園利用の促進を図る。

（６）主な保全対象地の保全方針

山陰海岸国立公園を代表する景観地で公園利用も広く行われている主な地域の保全方針

を以下に示す。関係機関と連携してこれら景観地のモニタリングに努めるものとする。

保全対象 概要 保全方針

丹後砂丘 京丹後市網野町木津川河口から久美浜湾 クロマツ及び海岸植物の

(１特) 口に至る約７㎞の海岸で、背後はクロマツ、保全に努めるものとする。

ニセアカシア等の植林地となっており、久 特に小天橋における工作

美浜湾口付近には砂州地形の小天橋が位置 物の設置等にあたっては、

している。湾岸部の砂丘にはハマボウフウ 主要展望地からの展望の妨

等の海岸植物が見られ、特に当該地等の限 げにならないよう努めるも

られた地域に分布するトウテイランが自生 のとする。

している。

兜山 波静かな久美浜湾とその湾に抱かれた兜 工作物の設置等にあたっ

(２特) 山は、水と緑が調和した京丹後市久美浜町 ては、主要展望地からの展

のシンボルとなっている。 望の妨げにならないよう努

めるものとする。

円山川周辺 日本海に流れ込む河口付近に位置してお 右岸側については、対岸

(２特、３特) り情緒豊かな街並み景観を呈している城崎 の城崎温泉及び県道からの

温泉と相まって優雅な河川景観を作り出し 景観保全に努めるととも

ている。またコウノトリの餌場・繁殖地と に、コウノトリの生息環境

して重要である。 の保全に留意するものとす

る。
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玄武洞及びその 玄武洞は玄武岩質マグマが冷えて固まる 「天下の奇勝地」として

周辺 時に収縮してできた柱状節理で、国指定の 貴重な地形・地質であるた

(２特) 天然記念物となっている。現在は、玄武洞 め、その保護を図るととも

を中心に南に青龍洞、北に朱雀洞・白虎洞 に、当該洞が眺望できるよ

が位置している。 う景観の保全に努め、地形

・地質の学習の拠点とする

ものとする。

但馬海岸 沈降海岸で、山塊が直接海に落ち込んで 現在の海岸景観の保護を

(特保、１特) いるため断崖絶壁が多く、洞門や海蝕崖を 図るとともに、園地等公園

多く含む変化に富んだ海岸地形を呈してお 利用施設からの視対象の眺

り、当公園を代表する景観である。 望の確保に努めるものとす

（代表的な地形） る。

・鎧ノ袖（海蝕崖）

・釣鐘洞門、孔雀洞門（洞門）

・猫崎半島（海蝕崖・自然植生）

海中公園 柱状節理、花崗岩の方状節理等地質的成 現在の海中景観を厳正に

・五色浜 因の異なる特異な海底地形が、アナアオサ、保護するものとする。

・豊岡 ホンダワラ、フナアオサ等の豊富な海藻類 また海中景観のモニタリ

・竹野 及びスズメダイ、ベラ類等の魚類が生息す ング手法の開発とその実施

・浜坂1号2号 る優れた海中景観を呈している。 については特に検討するも

・浦富海岸 のとする。

浦富海岸 海蝕崖や海蝕洞が発達する変化に富んだ 現在の海岸景観を厳正に

(特保) 海岸線を呈し、明るい色彩の岩肌と澄んだ 保護するとともに、適正な

海水が美しく、クロマツと相まって風光明 利用が行われるよう努める

媚な景観を作り出している。 ものとする。

福部砂丘 鳥取砂丘と一体をなした丘陵であるが、 砂丘地形と広がりのある

(２特、３特) 現在は農用地として利用されており、ラッ 田園景観を保全するため、

キョウなどの栽培が盛んである。なだらか 大規模な地形改変や工作物

な丘陵地形に広がるラッキョウ畑が特色あ の設置に当たっては、現在

る田園風景を創り出している。 の景観が損なわれないよう

努めるものとする。

鳥取砂丘 日本を代表する海岸砂丘である。砂丘を 砂丘景観の保全を図るた

(特保、２特) 取り巻く自然条件等の変化により草原化が め鳥取砂丘再生会議と連携

進行したが、保安林の伐採、除草により砂 し、鳥取砂丘景観保全協議

丘景観の復元が図られてきている。 会の課題（別紙１）を基に、

効率的かつ適切な保全事業

を実施するとともに、適正

な利用指導を行うものとす

る。
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４ 風致景観及び自然環境の保全に関する事項及び適正な利用の推進に関する

事項

（１）風致景観及び自然環境の保全に関する事項

保全方針は次のとおりとし、今後とも山陰海岸国立公園の風致景観の保護上重要な自然

資源の適正な保全に努める。

① 公園の風致又は景観保護の観点から、工作物の新築、木竹の伐採、土地の改変等、公

園の価値を低下させる行為については、風致景観への支障が小さくなるよう指導する。

② 貴重な野生動植物の生息・生育地での工作物の新築等各種自然の改変行為は極力避け

る。やむを得ず上記の行為を行う場合は、その生息・生育地の分断等の行為による影響

が、最小限となるよう保全措置を講ずる。

③ 外来種の侵入防止に努め、緑化等には原則として自生種（自然分布している範囲内に

存在する植物）を使用する。

（２）適正な利用の推進

① 利用の特性及び利用方針

本国立公園は、近畿圏の京都・大阪・神戸から列車で約３～４時間という交通の便利

な場所にあり、年間利用者数は579万人（平成19年自然公園等利用者数調・環境省自然

環境局）である。

山陰海岸国立公園の主たる利用は、良好な海岸環境を活かした海水浴、キャンプ、自

然探勝、温泉利用等で、夏季に利用が集中する傾向にあるが、冬季も豊富な魚介類を求

めて、城崎温泉、鳥取砂丘観光等、山陰を訪れる人は多い。

特に100万人弱の利用者があると推計される城崎温泉は通年利用がある。

これらの利用のための公園事業の執行状況は２（３）②のとおりであるが、その中で

も竹野・今子浦・浦富・鳥取砂丘の各集団施設地区及び兜山園地等においては公共的な

施設の整備を重点的に行ってきていることから、引き続き各地域の自然の特性を活かし

た自然とふれあう利用の促進を図って行くものとし、城崎温泉については、情緒ある町

並み景観の保全と適正な温泉利用を図っていくものとする。

② 利用施設の整備及び管理方針

ア 本国立公園の景観を特徴づけている海蝕地形・砂丘・砂州・湾入・円山川等の自然

景観の保全を図りつつ、各地域の自然の特性を活かした公園利用施設の計画的かつ積

極的な整備を図るものとする。

イ 老朽化もしくは損壊した施設や廃屋、看板、ベンチ等については撤去・改修等の対

応がなされるよう関係機関と協力して所有者に働きかけ、風致の保全、利用施設の安
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全確保を図る。

ウ 好展望地については、多くの人に訪れてもらえるよう、誘導案内を行うとともに適

度な眺望の確保と維持に努める。

(ⅰ) 誰にでもアクセスの容易な展望地の情報や、交通手段が限られている地域へのア

クセス情報、新たな見どころや利用形態など、関係機関は利用者への情報発信に努

める。

(ⅱ) 関係機関は連携して、地域の特性を活かした利用メニューの開発及び利用方法に

関する情報発信に努める。

(ⅲ) 木竹が眺望景観を阻害している場所（特に展望園地）については、現在の利用状

況及び地元住民の意向を踏まえたうえで、木竹の眺望伐採や剪定を検討する。

また、伐採後、再び展望が阻害されることのないように、地元関係者の維持管理

体制を確立する。

(ⅳ) 関係機関は、清掃、施設の維持管理等、利用上の支障が生じないよう事業執行者

との連携を図る。

(ⅴ) 事業執行者、関係機関等の連携により、利用者の安全確保を十分に図る。

③ 利用の指導方針

適正な公園利用を促進し、自然に対する正しい認識と自然環境保全施策への理解を深

めるため、案内板、解説板等のサイン整備を充実させるとともに、ビジターセンター等

を拠点に、パークボランティア等による自然教育活動を積極的に行い、快適で安全な利

用を図るものとする。
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５ 行為許可及び公園事業等の取扱いに関する事項

（１）許可、届出等取扱方針

本地域に係る取扱方針については、自然公園法施行規則（昭和32年厚生省令第41号）第

11条（特別地域、特別保護地区及び海中公園地区内の行為の許可基準（以下「許可基準」

という））、「自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法について（平成12年８

月７日付環自国第488-3号自然環境局長通知）」（以下「細部解釈等という」）及び「国立

公園の許可、届出等の取扱要領について（平成17年10月３日付環自国発第051003001号自

然環境局長通知）」（以下「許可、届出等取扱要領」という）及びこれらによらないこと

ができる「山陰海岸国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例」によるほか、

下記の取扱方針による。

なお、普通地域に関する要届出行為の取扱方針及び措置命令の処理基準については、「許

可、届出等取扱要領」及び「国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準に

ついて（平成13年５月28日付環自国第212号自然環境局長通知）」（以下「普通地域内処理

基準」という）による。

① 特別地域にかかる取扱方針

行為の種類 取扱方針

すべての行為 基本方針

当該地域における行為については、以下について留意するとともに、

各項に掲げる要件に適合すること。

・周辺の自然景観及び人文景観を損なわない。

・主要展望地、道路及び海上からの眺望を損なわない。

・貴重な野生動植物の生息・生育地内での、工作物の新築等各種自然の

改変行為は極力避ける。やむを得ず上記の行為を行う場合は、その生

息・生育地の分断等の行為による影響が最小限となるよう措置を講ず

る。

・緑化は、原則として自生種とする。ただし、当該敷地内に既に定着し

ている植物を使用する場合はこの限りでない。

・残土は公園区域外に搬出するものとする。ただし自然公園法の許認可

を受けた工事へ流用する場合、又は、残土処理計画が明らかで風致上

の支障が生じるおそれがなく、原則として自生種により適切に緑化さ

れることが確実と認められる場合はこの限りでない。

１ 工作物 ①意匠、色彩及び構造

(1)建築物 半球形、城郭の形等奇抜な意匠は避け、自然公園にふさわしい外観意

（全域） 匠とし、周囲の風致景観に調和した色彩を用いることを基本とする。

ア 屋根の形態

・軒の出のある切妻、寄棟、入母屋型式の屋根とし、陸屋根、片流れ、

半球形、カマボコ形、パラペット付等の屋根は認めないものとする。
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屋根の勾配は10分の３以上10分の10以下とするものとする。ただし、

同一敷地内の母屋付帯の車庫や倉庫等の小規模な建築物（建築面積10

㎡、仮設にあっては15㎡以下とする）にあってはこの限りではない。

イ 屋根の色彩

・伝統的集落景観を保全するために焦げ茶色又は黒色とする。ただし、

屋根瓦を用いる場合は、灰色、黒色又は茶系色とし、自然素材又は銅

板を用いる場合は、素地色も可とする。

ウ 外壁

・色彩は、茶色、クリーム色、ベージュ色、灰色とする。ただし、自然

素材（焼杉板、漆喰等を含む。）を用いる場合は、素地色も可とする。

② 緑化

・建築物の周辺には、修景のため、建築物ごとに、原則として自生種に

より緑化するものとする。

③ 浜茶屋

・浜茶屋の建物規模の拡大は建築面積150㎡以下の範囲とし、それより

大きい既存施設については拡大を認めない。

・新築する場合は、建築面積150㎡以下とする。

・屋根の色彩については、茶色又は青色とする。

（鳥取砂丘 ① 意匠、色彩及び構造

集団施設地区）ア 鳥取砂丘の風致景観の保全に配慮するものとする。

イ 公園事業施設を主体とした整備を図っていくよう努めるものとす

る。

② 建築物間の間隔

ア 第２整備計画区

・砂丘センターを中心とする地区（県道湯山鳥取線より北）は、50ｍ以

上離す。

・鳥取砂丘線道路（車道）沿線については、10ｍ以上離す。

・その他の地区は、30ｍ以上離す。

イ 第7整備計画区

・30ｍ以上離す。

(2)道路 ① 基本方針

・新築又は改良に当たっては、自然地形の改変を必要最小限にするも

のとする。

② 法面

ア 長大な切土又は盛土法面が生じる場合にあっては、トンネル、桟道
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等の工法の導入を図り、高さ及び改変面積を極力抑えるよう配慮する

ものとする。

イ 法面は、原則として自生種により緑化する。

ウ 切土法面のモルタル吹付けは認めない。ただし、安全確保上やむを

得ないと判断されるものであって、着色又は可能な限り蔓生植物等に

より緑化されることとなっている場合はこの限りでない。

③ 廃道敷

ア 改良工事等により廃道となる部分については、原則として自生種に

より緑化する。

イ 路傍駐車帯等とする場合には、可能な限り周辺の自然状況の解説板

や卓ベンチを設置するとともに、眺望伐採を検討する。

④ 擁壁

擁壁は、自然石又は自然石を模した表面処理を行った資材を用いる

ものとする。ただし、公園利用者から望見されない場所にある場合は

この限りでない。

⑤ 防護柵等

ア 防護柵の色彩は焦げ茶色又は灰色とするものとする。なお、車両用

防護柵は、橋梁部を除き、ガードケーブル又はガードパイプとし、橋

梁部では橋梁用ビーム型防護柵とする。

イ 落石防護柵及び落石防護ネットの色彩は、焦げ茶色又は灰色とする。

⑥ 橋梁

橋梁の色彩は、焦げ茶色又は灰色とする。

⑦ 緑化

ア 河川や湖、海面に直接隣接する道路にあっては、可能な限り河川等

と道路との間に、原則として自生種による修景のための植樹帯を設け

るものとする。

イ 駐車場の周囲等には、必要に応じて、修景のため、原則として自生

種により緑化する。

(3)駐車場 ① 基本方針

（全域） 大規模な地形改変を伴う整備は行わないよう留意するものとする。た

だし、建築物（住居等）に付帯する必要最小限の規模のものであって、

代替地がなく、かつ、主要展望地及び海上からの眺望に支障を及ぼさな

いものは、この限りでない。

② 緑化
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駐車場の周囲等には、必要に応じて、修景のため、原則として自生種

により緑化する。

(4)電柱、鉄塔、① 基本方針

ｱﾝﾃﾅ類 主要展望地及び海上からの眺望の対象に、支障を及ぼさないよう留意

するものとする。

② 位置

ア 風致景観への影響を考慮して、特別保護地区及び第１種特別地域に

は設置を許可しない。ただし代替地がなく、風致景観への影響が必要

最小限であるものについては、この限りでない。

イ 主要展望地及び海上からの眺望の対象に著しい支障を与えている既

存の電柱は、建替えの際に電線の地中化又は、路線変更を行わせるも

のとする。なお、電力線と電話線が並列する場合は、共架させる。

③ 色彩

色彩は、木柱は、素材色又は焦げ茶色の木材防腐剤塗布色とし、鋼管

柱及びコンクリート柱は、焦げ茶色または灰色とする。

(5)無線設備 ① 基本方針

（電波法第２ 主要展望地及び海上からの眺望の対象に、支障を及ぼさないよう留意

条) するものとする。

② 位置

風致景観への影響を考慮して、特別保護地区及び第１種特別地域には

設置を許可しない。ただし代替地がなく、風致景観への影響が必要最小

限になるよう配慮されているものについては、この限りでない。

③ 色彩

色彩は、焦げ茶色又は灰色とする。

(6)河川管理施 ① 基本方針

設（河川法第 主要展望地及び海上からの眺望の対象に、支障を及ぼさないよう留意

３条） するものとする。

② 護岸等の施設

擁壁は、自然石又は自然石を模した表面処理を行った資材を用いるも

のとする。ただし、公園利用者から望見されない場所にある場合は、こ

の限りでない。

(7)屋外運動施 ① 基本方針

設 主要展望地及び海上からの眺望の対象に、支障を及ぼさないよう留意
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するものとする。

② 緑化

施設の周囲等には、必要に応じて修景のため、原則として自生種によ

り緑化するものとする。

③ 色彩

舗装等を行う場合は、素材の色を残すことを基本とするが、着色する

場合には、茶色、灰色又は緑色とする。

④ 付帯施設

ア 夜間照明施設は、公園事業道路、主要展望地及び海上から望見され

ない場合に限るものとする。

イ フェンスの色彩は、茶色、灰色又は緑色とする。

(8)その他の工 ① 基本方針

作物 設置する工作物が、風致景観に支障を及ぼさないよう、設置の位置、

（全域） 規模、構造、色彩等に配慮するものとする。

② 自動販売機

自動販売機を設置する場合は、建物の庇の下に設置するか、木材等に

より外側を囲う等により、風致景観への影響を軽減させるものとする。

（鳥取砂丘周 ライトアップ等を目的とした工作物

辺） 鳥取砂丘周辺から砂丘内に照明をあてるための工作物の設置は認めな

（２特） いものとする。

2 木竹の伐採 基本方針

ア 公園利用施設から20ｍ以内の木竹の伐採は極力控える。ただし、周

辺景観とのバランス及び自生種の保全を考慮した上での展望地点での

眺望伐採は、この限りでない。

イ 巨樹（概ね胸高直径1.0ｍ以上）にあっては、努めてその保護を図

る。

ウ 特別保護地区は禁伐、第１種特別地域は単木択伐とする。ただし、

危険木、マツクイムシ等病害虫による枯損木及び風致景観上支障とな

っている木竹についてはこの限りでない。

3 土石の採取 基本方針

土石の採取跡地については、原則として自生種により緑化するものと

する。

4 広告物 ① 基本方針



- 20 -

(1)指導標、誘 ア 乱立は避けるものとする。また、既設物については維持管理に努め、

導板及び案内 老朽化したものは撤去するよう指導するものとする。

板 イ デザインは簡素なものとする。

② 位置

眺望の妨げにならない場所とする。

③ 材料、色彩等

ア 材料はできるだけ木材、石材等の自然素材を使用するものとする。

イ 色彩は支柱及び文字盤が焦げ茶色の場合は、文字は黒色又は白色、

支柱及び文字盤が青色又は白色の場合は、文字は白色又は青色とする

こと。ただし文字盤等が自然素材の素地色の場合は、文字は黒色、白

色又は青色が認められる。案内図には上記以外の色の使用を認めるが、

必要最小限の使用にとどめるものとする。

(2)事業用広告 ① 基本方針

物 店舗、事務所、営業所等の敷地内において、設置目的に照らして必要

と認められるものに限るものとする。

② 材料、色彩等

ア 材料はできるだけ木材、石材等の自然素材を使用するものとする。

イ 色彩は支柱及び文字盤が焦げ茶色の場合は、文字は黒色又は白色、

支柱及び文字盤が青色又は白色の場合は、文字は白色又は青色とする

こと。ただし文字盤等が自然素材の素地色の場合は、文字は黒色、白

色又は青色が認められる。案内図には上記以外の色の使用を認めるが、

必要最小限の使用にとどめるものとする。

③袖看板

建築物に標示（掲出、設置）する場合は、庇の下、壁面に設置するも

のとする。表示面の面積の合計は1.8㎡以下とする。

④立て看板

高さは３ｍ以下、表示面積は1.0㎡以下とするものとする。

⑤同一敷地内の表示面積

同一敷地内に設置又は表示する事業用広告物は、合計で５㎡以下とす

るものとする。

5 水面の埋立 ① 基本方針

て ア 自然海岸での水面の埋立ては、風致景観及び自然環境に及ぼす影響

が大きいため、漁港区域及び港湾区域以外では認めないものとする。
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なお、漁港区域及び港湾区域内であっても、自然海岸及び海浜の保全

に留意するものとする。

イ 水面の埋立てによって生ずる潮流の変化が、周辺海岸や海中公園に

影響を及ぼす恐れのあるものについては認めない。

② 工法等

ア 護岸等は、自然石又は自然石を模した表面処理を行った資材を用い

るものとする。ただし、公園利用者から望見されない場所にある場合

は、この限りでない。

イ 工事中は、海水の汚濁防止措置を講ずるものとする。

6 土地の形状 ① 基本方針

変更 主要展望地及び海上からの風致景観に支障を及ぼさないよう留意する

ものとする。

② ゴルフ場

ゴルフコースの規模の拡大は認めない。なお、コースの付け替えの場

合であっても、ゴルフ場内の既存コース面積の増加を伴うものは認めな

い。

③ 作業ヤード

工事現場以外での単独の作業ヤード造成は認めない。

④ 農地

砂丘畑の造成については、農地として利用されることが明らかな場合

以外は認めない。

② 普通地域にかかる取扱方針

許可、届出等取扱要領及び普通地域内処理基準によるほか、下記の指針により指導する

ものとする。

なお、ゴルフ場については「国立公園普通地域におけるゴルフ場造成計画に対する指導

指針について（平成２年６月１日環自保第343号自然保護局長通知）」によるものとする。

記

ア 城崎温泉地区については、良好な自然環境を保持し、伝統的な温泉の街並み保全に配

慮するものとする。なお、建物全体のデザインは、和風を基本とし、周囲の風景と調和

するよう配慮するものとする。

イ 自然海岸での突堤、護岸等の設置は極力避けるものとする。ただし、防災を目的とし

た工作物で、災害が既に発生した場所、あるいは、災害発生の危険が明らかで他の方法
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では所期の目的が達成できない場合はこの限りでないものとする。

ウ 自然海岸の地先については、離岸堤及び消波ブロックを設置しないものとする。ただ

し、災害が既に発生した場所、あるいは、災害の危険が高いことが明らかであり、他の

方法では防災の目的を達成することができない場合、また砂の流出防止に寄与する場合

においてはこの限りでない。

なお、この場合であっても、海水浴場等、公園利用者から望見される場所に設置する

場合には、海面からの高さをできる限り低く抑える等の措置を講じるものとする。

エ 河川の護岸等は、自然石又は自然石を模した表面処理を行ったものを用いるものとす

る。ただし、公園利用者から望見されない場合はこの限りでない。

オ 水面の埋立てに当たっては、自然海岸等を避けるなど、風景に与える影響を極力小さ

くすることとする。

（２）公園事業取扱方針

事業決定の内容及び「国立公園事業取扱要領（平成17年10月1日付け環自国発第0510010

01号自然環境局長通知）」（以下「事業取扱要領」という）によるほか、下記の取扱方針

による（一部重複して記載している事項を含む）。

事業の種類 取扱方針

すべての事業 基本方針

当該地域における行為については、以下について留意するとともに、

各項に掲げる要件に適合すること。

・周辺の自然景観及び人文景観を損なわない。

・主要展望地、道路及び海上からの眺望を損なわない。

・貴重な野生動植物の生息・生育地内での、工作物の新築等各種自然の

改変行為は極力避ける。やむを得ず行う場合は、その生息・生育地の

分断等による影響が最小限となるよう措置を講ずる。

・付帯施設も含め、可能な限りユニバーサルデザインを採用するものと

し、安全配慮策を講ずること。

・緑化は、原則として自生種とする。ただし、当該敷地内に既に定着し

ている植物を使用する場合はこの限りでない。

・残土は、公園区域外に搬出するものとする。ただし、自然公園法の許

認可を受けた工事へ流用する場合、又は、残土処理計画が明らかで風

致上の支障が生じるおそれがなく、原則として自生種により適切に緑

化されることが確実と認められる場合はこの限りでない。

・公園事業を廃止するときは、施設は撤去し、跡地は客土して修景緑化

を行うこと。

1 道路 ① 基本方針

（１）車道 車道の新、改、増築に当たっては、極力自然地形に対する改変行為は

小さくするものとするが、日本海側特有の豪雪に対応するため、道路勾

配の緩和、線形改良、除雪帯の確保にも配慮するとともに、利用の快適

性を図るため景観の優れた場所など、必要に応じて小規模な駐車場、公
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衆便所及び解説板等を整備するとともに、眺望伐採を適正な規模で行う。

② 法面

ア 長大な切土又は盛土法面が生じる場合にあっては、トンネル・桟道

等の工法の導入を図り、高さ及び改変面積を極力抑えるよう配慮する。

イ 法面は、原則として自生種により緑化するものとする。

ウ 切土法面のモルタル吹付は認めない。ただし、安全確保上やむを得

ないと判断されるものであって、着色又は可能な限り蔓生植物等によ

り緑化されることとなっている場合にあっては、この限りでない。

③ 擁壁

擁壁は、自然石又は自然石を模した表面処理を行った資材を用いるも

のとする。ただし、公園利用者から望見されない場所にある場合はこの

限りでない。

④ 防護柵等

ア 防護柵の色彩は焦げ茶色又は灰色とする。なお、車両用防護柵の形

式は、橋梁部を除き、ガードケーブル又はガードパイプとし、橋梁部

では橋梁用ビーム型防護柵とする。

イ 落石防護柵及び落石防護ネットについては焦げ茶色又は灰色とす

る。

⑤橋梁

橋梁の色彩は、焦げ茶色又は灰色とするものとする。

⑥緑化

河川や湖、海等の水面に直接隣接する道路にあっては、可能な限り水

面と道路との間に、原則として自生種による修景のための植樹帯を設け

るものとする。

⑦廃道敷

ア 改良工事等により廃道となる部分については、原則として自生種に

より緑化するものとする。

イ 路傍駐車帯等とする場合には、可能な限り、周辺の自然環境に関す

る解説板や卓ベンチを設置するとともに、眺望伐採を検討するものと

する。

⑧ 標識類

公園利用施設（園地、公衆便所、野営場等）の位置を表示する案内板、

標識を必要に応じて設けるものとする。意匠、色彩、構造等は、５（１）

①４によるものとする。
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⑨ 付帯施設

ア 自転車道及び歩道は、車道に沿って整備されるものに限るものとす

る。

イ 駐車場及び公衆便所については、小規模なものを必要に応じ整備す

る。

1 道路 ① 基本方針

（２）歩道 ア 公園内に点在する興味地点を有機的に結合することにより、魅力あ

（全域） る公園作りに資するものとする。

イ 施設については、耐潮性のある資材等を適宜使用するものとする。

ウ 階段、擁壁、防護柵等の構造は、自然石、木材、擬岩ブロック等を

用いて、周囲の環境と調和するよう配慮するものとする。

エ 歩道入口には案内板及び駐車場、歩道沿いには標識、解説板、卓ベ

ンチ等の整備を行い、快適な利用ができるよう配慮するものとする。

また、標識については、意匠、色彩及び構造等は５（１）①４(1)に

準ずる。

② 付帯施設

駐車場及び公衆便所については、小規模なものを必要に応じ整備する。

（鳥取砂丘集 第３、第４、第５、第８の各整備計画区は、歩道以外の整備は認めな

団施設地区） いものとする。

2 宿舎 ① 基本方針

（全域） 形態、色彩については周囲の自然や街並みに配慮したものとする。

② 対象

公園事業として取扱う宿舎は次の各号に該当するものとする。

ア 旅館業法に基づき、ホテル営業又は旅館営業の許可を受けたもの、

又はその見込みがあるもの。

イ 宿泊定員40名以上のもの。

ウ 特定の人を対象にしないもの。

③ 規模

各地区ごとに下記のとおり規模を定める。

以下を除く全 ・建物の高さは13ｍ以下とする。なお、高さが現に13ｍを越える宿舎

域 にあっては、既存の高さを越えないものとする。

大向宿舎 ・最高部の高さは15ｍ以下とする。

日和山宿舎 ・最高部の高さは30ｍ以下とする。

城崎温泉宿舎 ・最高部の高さは30ｍ以下とする。なお、高さが現に30ｍを越える宿

舎にあっては、既存の高さを越えないものとする。

竹野宿舎 ・建物の高さは20ｍ以下、ただし、第1種特別地域の建物の高さは既
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存の高さを越えないものとする。

境宿舎 ・建物は地上３階建て以下とする。

今子浦宿舎 ・建物は地上３階建て以下とする。

④ 意匠、色彩及び構造

ア 基本的な考え方

建物全体のデザインは、半球形、城郭の形等奇抜なものは避け、町並

み等周囲の風致景観と調和するよう配慮するものとする。

イ 屋根の形態

軒の出のある切妻、寄棟、入母屋型式の屋根とし、陸屋根、片流れ、

半球形、カマボコ型、パラペット付等の屋根は認めないものとする。ま

た、屋根の勾配は10分の3以上10分の10以下とするものとする。ただし、

同一敷地内の母屋附帯の車庫や倉庫等の小規模な建築物（建築面積10㎡、

仮設にあっては15㎡以下とする）にあってはこの限りではない。

ウ 屋根の色彩

焦げ茶色又は黒色とする。ただし、屋根瓦を用いる場合は、灰～黒色

又は茶系色とし、自然素材又は銅板を用いる場合は、素地色も可とする。

エ 外壁

外壁の色彩は、茶色、クリーム色、ベージュ色、灰色とする。ただし、

自然素材(焼杉板、漆喰等を含む。）を用いる場合は、素地色も可とす

る。

⑤ 緑化

建築物の周囲等には、必要に応じて修景のため、原則として自生種に

より緑化する。

⑥ 附帯施設

ア 宿舎附帯のテニスコートについては、「国立公園事業に係るテニス

コートの取扱要領」について（昭和57年５月７日環自保第138号保護

管理課長通知）によるものとする。ただし、今子浦宿舎の附帯テニス

コートについては、本要領の第２の２及び５は要件としないものとす

る。

イ 舟遊場は小規模なものに限るものとする。

（鳥取砂丘集 ① 基本方針

団施設区） 当地区内における宿舎については、第２、第７整備計画区以外は認め

ないものとする。

② 建築物間の間隔

ア 第２整備計画区

・砂丘センターを中心とする地区（県道湯山鳥取線より北）は、50ｍ以

上離す。
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・鳥取砂丘線道路（車道）沿線については、10ｍ以上離す。

・その他の地区は、30ｍ以上離す。

イ 第７整備計画区

・30ｍ以上離す。

3 園地 ① 基本方針

ア 展望、自然観察、散策、休憩、ピクニック等、当該園地の持つ機能

や性格を勘案して全体計画を策定し、計画的に整備を進めるものとす

る。

イ 地形、地質、植生、展望等の自然条件を活かした整備に努めるもの

とする。

② 付帯施設の取扱い

展望台等の特別な用途を除き、建築物の意匠、色彩、構造等は、５（２）

２④に準ずる。また、野外の運動場及び舟遊場は小規模なものに限るも

のとする。

③ 標識

標識等については、意匠、色彩、構造等は、５（１）①４（１）に準

ずる。

④ 展望施設

展望施設については、立地条件を活かすことで必要最小限の規模にと

どめ、木竹の繁茂により展望が妨げられている場合は、必要に応じ木竹

の眺望伐採を行うものとする。

4 休憩所 ① 基本方針

（全域） 車道、歩道、園地等との合理的な位置を考慮し、計画的な整備を図る

ものとする。

② 付帯施設の取扱い

特別な用途を除き、建築物の意匠、色彩及び構造は、５（２）２④に

準ずる。

③ 緑化

建築物の周囲等には、必要に応じて修景のため、原則として自生種に

より緑化するものとする。

（鳥取砂丘集 ① 基本方針

団地区第4整備 風致の維持に重点を置き、鳥取砂丘線道路（車道）の南は、歩道及び

計画区） 休憩施設（附帯施設含む。）以外は認めない。また、北側は歩道（附帯

施設含む。）以外は認めないものとする。
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② 規模等

ア 高さは10ｍ以下、建蔽率は10％以下とする。

イ 休憩所間の間隔は、150ｍ以上とる。

ウ 壁面線は、鳥取砂丘線道路（車道）の路肩より20ｍ以上後退させる。

5 野営場 ① 基本方針

（全域） ア 地区の特性を生かしつつ、国立公園内の野営場として、快適な利用

環境が確保されるよう施設の整備充実を図るものとする。

イ 場内の環境を清潔に保つため、定期的に清掃等を行うものとする。

② 附帯施設の取扱い

特別な用途を除き、建築物の意匠、色彩及び構造は、５（２）２④に

準ずる。また、野外の運動場及び舟遊場は小規模なものに限られるもの

とする。

③ 立入規制

野営場以外への立入りにより、植物の損傷や裸地化、利用者への危険

の恐れがある場合は、制札、立入禁止柵等を整備するものとする。

（鳥取砂丘集 ① 基本方針

団施設地区第9 フリーテントサイトを主体とした野営場を整備するものとする。

整備計画区）

6 運動場 ① 基本方針

大規模な土地の改変を伴うことがなく、地形や植生等の自然条件を活

かした施設の整備に努めるものとする。

② 附帯施設の取扱い

ア 建築物、駐車場等の附帯施設については、必要最小限の規模とする

ものとする。

イ テニスコートについては、「国立公園事業に係るテニスコートの取

扱要領」について（昭和57年５月７日環自保第138号保護管理課長通

知）によるものとする。

ウ 夜間照明施設は、公園事業道路、主要展望地及び海上から望見され

ない場合に限るものとする。

エ フェンスの色彩は、焦げ茶色、灰色又は緑色とするものとする。

7 水泳場 ① 基本方針

ア 自然海岸においての海水浴利用の安全性及び快適性の維持、向上に

努めるものとする。

イ 利用水面をブイで表示するとともに、水上バイクと海水浴の利用場
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所を分ける等、利用者の安全確保、管理体制の強化に努めるものとす

る。

② 附帯施設の取扱い

特別な用途の場合を除き、建築物の意匠、色彩及び構造は、５（２）

２④に準ずる。

8 舟遊場 ① 基本方針

（多鯰ヶ池） 地形の改変を極力抑えるよう留意するとともに、多鯰ヶ池の水質保全

に留意するものとする。

② 附帯施設の取扱い

整備に当たっては、手こぎボートでの利用に限定した施設とする。

9 駐車場 ① 基本方針

ア 整備に当たっては、地形の改変を極力抑えるよう留意するものとす

る。

イ 施設については、利用者数に応じた適正な規模となるよう留意する

ものとする。

② 緑化

駐車場の周囲等は、必要に応じて修景のため、原則として自生種によ

り緑化する。

10 索道運送 基本方針

施設（全域） 整備に当たっては、地形の改変を極力抑えるよう留意するものとする。

鳥取砂丘 リフト敷きの規模の拡張は認めない。なお、リフトの建替えについて

は、最大運送量の増加を伴うものは、認めない。

大師山線 地区の利用者数に応じた適正な輸送量となるよう留意するものとす

る。

11 給水施設 基本方針

ア 整備に当たっては、地形の改変を極力抑えるよう留意するものとす

る。

イ 施設については、地区の利用者数に応じた適正な規模となるよう留

意するものとする。

12 排水施設 基本方針

ア 整備に当たっては、地形の改変を極力抑えるよう留意するものとす

る。

イ 施設については、地区の利用者数に応じた適正な規模となるよう留
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意するものとする。

13 水族館 ① 基本方針

（日和山） 山陰海岸国立公園の特徴的な海洋生物に関する理解が進むよう、解説

及び展示に努めるものとする。

② 附帯施設の取扱い

特別な用途の場合を除き、建築物の意匠、色彩及び構造は、５（２）

２④に準ずる。

14 博物展示 ① 基本方針

施設 自然情報の提供機能を備えた、自然とのふれあいを増進するための基

幹施設として整備するものとする。

② 附帯施設の取扱い

特別な用途の場合を除き、建築物の意匠、色彩及び構造は、５（２）

２④に準ずる。

（鳥取砂丘集 ① 基本方針

団施設地区） 砂丘の自然紹介や自然情報の拠点として整備するものとする。

② 建築物等

ア 高さは13m以下、建蔽率は20%以下とする。

イ 砂丘から望見されないよう、砂丘との間にマツ林を確保し、建物等

はマツ林より突出しないものとする。

③ 緑化

施設の周囲等には、必要に応じて修景のため、原則として自生種によ

り緑化するものとする。

15 ゴルフ場 ① 基本方針

ゴルフコースの規模の拡大は認めないものとする。なお、コースの付

替えについては、ゴルフ場内の既存コースの面積の増加を伴うものは認

めない。
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（３） 許認可に関する事項

ア 許認可事務に係わる事務職員等による研修会を設け、相互研鑽、情報交換を図るもの

とする。

イ 許認可事務の迅速化を図るため、事務処理に係わる機関の連絡調整を密にするものと

する。

ウ パトロールを適宜行い、適正な公園管理を図るものとする。

（４）鳥取砂丘特別地域内における催事等の施行に関する事項

鳥取砂丘の第２種特別地域内において、地域の活性化を目的とする自然を活用した催し

を実施するため、工作物の新築等を行う場合には鳥取市に届け出る。鳥取市は、催事の内

容の適否について鳥取砂丘催事連絡会に審査を委嘱し、審査により適当と認められた催事

については届出者に通知するとともに、工作物の新築等に着手する15日前までに、その概

要を近畿地方環境事務所長へ通知する。
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６ その他国立公園の適正な保護及び利用の推進のために必要な事項

（１）地域の美化修景に関する事項

① 美化清掃計画

ア 団体による清掃活動

国立公園清掃活動事業については、現在兵庫県内は兵庫県自然公園美化推進協議会の玄

武洞、竹野、香住、浜坂の４支部、鳥取県は（財）自然公園財団鳥取支部（鳥取砂丘地域）、

岩美町観光協会（浦富海岸地域）が、それぞれの地域で美化清掃活動を行っているが、今

後も積極的な活動が行われるよう関係者を指導する。

イ 事業者等による清掃活動

国立公園内の美化清掃は、上記団体のほか、市町村、道路管理者、事業者、地域住民、

ボランティア等によって行われているが、これら実施団体の役割分担を明確化するととも

に、連携を図ることにより、事業の効率化と充実が図られるよう関係者を指導する。特に

近年増加している海岸漂着ゴミについては、関係団体と連携した効率的な清掃の実施に努

めるものとする。

ウ クリーンデー

毎年８月第１日曜日に全国統一の行事として実施している「自然公園クリーンデー」に

ついては、従来の一斉清掃等の活動を踏襲するが、今後とも、特に美化思想の普及啓発に

努めるものとする。

なお、山陰海岸国立公園における実施日については、関係者がより参加しやすい時期と

地域の実情を考慮のうえ、設定するものとする。

エ ゴミ箱の設置

ゴミ箱の設置は、歩道の起終点、園地等でゴミの回収が確実に行われる場所に限ること

とする。その他の場所では、持ち帰り運動を積極的に推進し、美化意識の普及啓発に努め

るものとする。

② 修景緑化計画

ア より快適な環境づくりを目指し積極的な修景緑化に努めるものとする。

イ 修景植栽の樹種

原則として自生種により修景植栽を行うものとする。

ウ 工事跡地の緑化・植生復元

工事跡地は、原則として自生種により緑化する。

なお、取扱いの細部については、「自然公園における法面緑化指針案」（環境省自然環境

局作成：平成20年度）を参考にするものとする。

エ 森林施業

主要な利用拠点又は主として公園利用に供せられる道路から望見される場所にあって

は、極力伐採は控える。また、従来の単一林から多様性のある複層林化等風致上望ましい

森林型への誘導を図る。
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（２）松枯れ対策に関する事項

第１種特別地域以上の地域における薬剤散布は、急傾斜地等やむを得ない場合を除きス

ポット散布、または地上散布とする。

また、ハヤブサ、ウミウなどの鳥類の繁殖地周辺では極力行わないこととするが、やむ

を得ず実施する場合は、地上散布で生息鳥類に影響しない時期を選定して行うものとする。

（３）各種団体との連携に関する事項

① 山陰海岸国立公園連絡協議会の設置

関係府県及び関係市町村から成る山陰海岸国立公園連絡協議会を毎年１回開催し、本管

理計画の周知その他公園管理業務に必要な事項について連絡調整を行うものとする。

② 関係各種団体の指導育成

各種連絡協議会、自然保護や美化清掃等を目的とする関係団体に対しては積極的に交流

を図り、指導・育成に努めるものとする。

（４）自然解説に関する事項

公園利用者が、自然の仕組みや、自然環境の保全の重要性を理解し深めるよう、集団施

設地区を主とする各利用拠点において、案内板、解説板等サインの充実を図り、自然教育

活動を積極的に行うものとする。

また、そのために必要な事業実施体制の整備と指導者を養成し協力を得るものとする。

特に、竹野集団施設地区においてはスノーケルセンター・ビジターセンターを拠点として

パークボランティアの養成を図り、スノーケルのみならず幅広い自然教育活動をさらに推

進するものとする。

（５）その他の事項

① 利用者の安全対策

利用地点の危険な箇所については、関係行政機関が協力して注意標識や安全施設を設け

るなど利用者の安全確保が図られるよう、管理者を指導するものとする。

② 利用者の規制

適正な公園利用と自然環境の保護・保全を図るため、土地管理者及び関係機関等が連携

して次のような利用者の誘導及び規制のための指導を行うものとする。

ア ゴミの散乱、砂浜の汚染、山火事等を防止する観点から、野営場以外での野営を禁

止するとともに、花火の使用について、適切な指導を行うものとする。

イ 植物保護の観点から、盗掘防止について指導するものとする。

ウ 駐車場等における立ち売り、客引き行為等は公園利用者及び適正な管理を阻害する

ことから、行わないよう指導するものとする。

エ 釣客に対しては、海浜の汚染防止と野鳥保護のため、テグス、釣り針、ゴミ等の投

棄防止について指導するものとする。

オ 鳥取砂丘及び丹後砂丘の車馬の乗入れが規制されている地区では、関係機関の協力

を得て、標識を設置する等周知に努めるとともに、パトロールを実施し車馬の乗入れ
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防止について指導するものとする。

カ 鳥取砂丘利用者の指導については、下記「鳥取砂丘の利用指導方針」により行う。

＜鳥取砂丘の利用指導方針＞

鳥取砂丘は、日本を代表する海岸砂丘であり、その優れた景観を厳正に保護するととも

に、適切な利用に供するため、特別保護地区又は第２種特別地域に指定されていることか

ら、当地域の利用にあたっては、砂丘における自然現象及び風致を損なわないことを利用

の基本とするために以下のとおり利用指導方針を定めるものとする。

（ア）拡声器等の人工音の使用

砂丘地内では、自然解説の場合を除き原則として使用しないこととし、周辺においては、

内容、音量等が利用者に不快の念を与えないよう指導する。

（イ）業務に伴う撮影

場所を占拠する等、他の利用者に迷惑をかけないよう関係機関が連携して指導する。な

お、指導マニュアルは関係機関と調整して作成し、変更する場合についても同様とする。

（ウ）パラグライダー・ハンググライダー・サンドボードの利用及びパラシュートによる

降下

公園利用者が多数往来する場所で使用しないよう関係機関が連携して指導する。

（エ）適正な砂丘利用

花火は行わないこと、タバコの吸い殻は持ち帰ること、砂丘列の斜面等に文字や絵を描

かないこと、砂は持ち帰らないこと等、利用者が留意すべき事項について関係機関が連携

して指導を行う。

（オ）その他

他の利用者に危険を及ぼす行為や場所を占拠する行為は行わないよう指導するととも

に、利用者に上記（ア）から（エ）までの取り扱いを周知するため、関係機関が連携して

啓発活動を行う。













別紙２

景観資源一覧

① 自然環境保全基礎調査自然景観資源調査

京都府：非火山性孤峰（兜山）、湖沼（久美浜湾）、砂州（小天橋、箱石浜砂丘）、砂

浜・礫浜（八丁浜）

兵庫県：節理（玄武洞、青龍洞、三尾の大島・柱状節理）、甌穴群（猫崎半島、諸寄）、

溺れ谷（猫崎半島、日和山海岸、但馬御火浦、香住海岸）、海食洞（淀洞門、通天

洞門、下荒洞門、旭洞門、日本洞門、亀山洞門）、岩門（はさかり岩）、海食崖（鎧

の袖）、漣痕化石（下浜）、流紋岩流理（田久日向山）

鳥取県：非火山性孤峰（駟馳山、孤山、二ツ山）、湖沼（多鯰ヶ池)、砂浜（陸上海

岸、浦富海岸、大谷海岸、鳥取砂丘海岸）、砂丘(陸上砂丘、浦富砂丘、大谷砂丘、

福部砂丘、鳥取砂丘)、海食崖（陸上岬、羽尾岬、浦富海岸、駟馳山）、海食洞（海

の竜神洞、陸の竜神洞、青島の洞窟、菜種島の洞窟、赤壁洞、海賊穴）

② 自然環境保全基礎調査特定植物群落調査

京都府：箱石海岸の砂丘植生、箱石のクロマツ植林

兵庫県：絹巻神社のスダジイ林、温泉寺のスダジイ林、今子海岸のカシワ林、八坂神

社のスダジイ林、不動岩・大歳神社のスダジイ林、猫崎半島の照葉樹林

鳥取県：浦富海岸のクロマツ林、鳥取砂丘植生

③ 国指定名勝・天然記念物

兵庫県：但馬御火浦（名勝・天然記念物）、鎧の袖（天然記念物）、香住海岸（名勝)、

玄武洞（天然記念物）

鳥取県：浦富海岸（名勝・天然記念物）、鳥取砂丘（天然記念物）

④ 日本の重要湿地５００

京都府：丹後半島沿岸～若狭湾(西部)（藻場）

兵庫県：円山川川辺（中間湿原、低層湿原）

鳥取県：岩美地先沿岸（藻場)、多鯰ヶ池 （湖沼）



別紙３

レッドリスト種一覧（動物）

哺乳類

準絶滅危惧（ＮＴ）

チョウセンイタチ

鳥類

絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）

サンショウクイ

準絶滅危惧（ＮＴ）

オオタカ、ミサゴ

両生類・爬虫類

絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）

カスミサンショウウオ

準絶滅危惧（ＮＴ）

イモリ、ヒダサンショウウオ

淡水魚類

絶滅危惧ⅠB類（ＥＮ）

クボハゼ

絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）

エドハゼ、カマキリ、シロウオ、メダカ

準絶滅危惧（ＮＴ）

アカザ

該当の可能性有り（データが古い）

スジシマドジョウ類、降海型イトヨ、陸封型カジカ

甲虫類

絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）

カワラハンミョウ

トンボ類

絶滅危惧Ⅰ類（ＣＲ＋ＥＮ）

ヒヌマイトトンボ

準絶滅危惧（ＮＴ）

ネアカヨシヤンマ

チョウ類

絶滅危惧Ⅰ類（ＣＲ＋ＥＮ）

シルビアシジミ

絶滅危惧Ⅱ類（ＶＵ）

ギフチョウ

準絶滅危惧（ＮＴ）

オオムラサキ、キマダラルリツバメ、ベニヒカゲ

出典：第５回自然環境保全基礎調査 生物多様性調査 種の多様性調査 動物分布調査

第６回自然環境保全基礎調査 生物多様性調査 種の多様性調査 鳥類繁殖分布調査
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特別地域内指定植物一覧

特別地域において、採取または損傷を規制する植物は次のとおりである。

科 名 種 名（ミズゴケ科の植物にあっては属名）

ミ ズ ゴ ケ ミズゴケ

マ ツ バ ラ ン マツバラン

イ ワ ヒ バ イワヒバ

チャセンシダ コタニワタリ

ウ ラ ボ シ オシャグジデンダ

ナ デ シ コ ハマハコベ、シオツメクサ

キ ン ポ ウ ゲ ミスミソウ(スハマソウ、ケスハマソウを含む)、イチリンソウ

メ ギ イカリソウ、トキワイカリソウ

ス イ レ ン ヒツジグサ

ウマノスズクサ アツミカンアオイ、ヒメカンアオイ

ユ キ ノ シ タ チャルメルソウ

バ ラ ハマナス(ハマナシ)、ミツバイワガサ(イワガサ、タンゴイワガサ)

ハ マ ビ シ ハマビシ

ス ミ レ イソスミレ、ナガハシスミレ(テングスミレ)

イ ワ ウ メ イワカガミ(コイワカガミ、オオイワカガミを含む。)

イチヤクソウ ギンリョウソウ

ツ ツ ジ ツクシシャクナゲ(ホンシャクナゲ、オキシャクナゲを含む。)、

サイコクミツバツツジ、コバノミツバツツジ

リ ン ド ウ センブリ

シ ソ タジマタムラソウ

ゴマノハクサ トウテイラン

ハ マ ウ ツ ボ ハマウツボ

キ キ ョ ウ キキョウ

キ ク ハマベノギク(イソノギク)、サンインギク、ワカサハマギク、ク

シバタンポポ

ユ リ シライトソウ、ショウジョウバカマ、ササユリ、コオニユリ、エ

ンレイソウ

カ ヤ ツ リ グ サ ダイセンスゲ

ラ ン ナゴラン、エビネ、ギンラン、キンラン、サイハイラン、シュン

ラン(ホクロ)、セッコク、フウラン、コケイラン、オオバノトン

ボソウ



別紙５

海中公園地区内指定動植物一覧

海中公園地区において捕獲若しくは殺傷又は採取若しくは損傷を規制する動植物は次の通

りである。

スズメダイ科、ゴンズイ、チャガラ、キヌバリ、ヘビギンポ、ザラカイメン、ウメボシ

イソギンチャク科、フトヤギ科、イソバナ科、オオギウミヒドラ、シロガヤ、ミズクラ

ゲ、ケヤリ、ヒザラガイ、アメフラシ、ドーリス科、オフイデイアステル科、アステリ

アス科、アステリナ科、アスツロペクテン科、オオウミシダ、ニッポンウミシダ、ジョ

ロモク属、ヤハズグサ属、フクロノリ属、アミジグサ属、イシゲ属、ツルモ、ミル属、

シオグサ属、ジュズモ属、フサイワヅタ、タマイタダキ属、タオヤギソウ属、フサノリ

属、コザネモ属、スギノリ属、ハイウスバノリ属、ユカリ属、アヤニシキ属、ベニスナ

ゴ、オキツノリ、サンゴモ科、スガモ



別紙６

関係法令一覧

法令名 制限概要

公有水面埋立法 公有水面埋立の免許制度（環境保全への配慮）

鳥獣の保護及び狩猟の適正化 特別保護地区における制限

に関する法律 有害鳥獣の駆除

絶滅のおそれのある野生動植 生息地等保護区における制限

物の種の保存に関する法律 国内希少野生動植物種の捕獲規制

特定外来生物による生態系等 特定外来生物の防除

に係る被害の防止に関する法

律

文化財保護法 現状変更等の制限

建築基準法 建築物の規模・形態等の制限

景観法 景観計画区域・景観地区等における建築物の規模・

形態等の制限

屋外広告物法（屋外広告物条 広告物の掲出禁止・制限

例）

都市計画法（風致地区内にお 市街化・市街化調整区域における建築等の制限

ける建築等の規制に関する条

例）

森林法 林地開発許可・保安林内行為制限

森林計画伐採届出

海岸法 海岸保全区域内の行為等の制限

港湾法 港湾区域内の行為等の制限

漁港法 漁港区域内の行為等の制限

道路法 道路の占用等の制限

農地法 農地の用途変更

宅地造成等規制法 宅地造成による土地形質変更

国土利用計画法 1ha以上の土地の開発行為制限
採石法 採石業に関する制限

鉱業法 鉱業権設定・制限

温泉法 掘削・動力装置設置許可

水道法 自家用水道等（100人以下）の水質・施設基準
水質汚濁防止法 排水処理に関する規制

廃棄物の処理及び清掃に関す 一般・産業廃棄物の処理施設の設置

る法律

旅館業法 新改増築等に伴う営業許可

消防法 消防施設・危険物貯蔵取扱等の規制

食品衛生法 旅館・一般飲食営業許可

河川法 河川保全区域内における土地形状変更、工作物の新

増改築等の規制

砂防法 砂防指定区域内における工作物の新増改築等の規制



別紙７

申請書等の進達及び指令書等交付の手順

：申請書等の流れ

：指令書等の流れ

〔京都府〕〔兵庫県〕

必要提出部数は、本省決裁の場合は 3 部、所長専決の場合は２部、首席専決の場合は
１部とする。

○本省決裁

送付 進達

申 自 事 地 事 環

申請 然 方 務

請 保 務 環 所 境

護 通知 境 送付

者 官 所 省

交付

○所長専決

送付

申 自 事 地 事

申請 然 方 務

請 保 務 環 所

護 通知 境

者 官 所

交付

○首席専決

申請

申 自 事 地 事

然 報告 方 務

請 保 務 環 所

交付 護 境

者 官 所



〔鳥取県〕

必要提出部数は、本省決裁の場合は５部、所長専決の場合は４部、知事権限の場合は

３部とする。

○本省決裁

申請 送付 進達 送付 進達

申 市 鳥 総 自 事 地 事 環

取 合 然 方 務

請 町 県 事 保 務 環 所 境

通知 東 務 護 通知 境 送付

者 部 所 官 所 省

通知

交付

○所長専決

申請 送付 進達 送付

申 市 鳥 総 自 事 地 事

取 合 然 方 務

請 町 県 事 保 務 環 所

通知 東 務 護 通知 境

者 部 所 官 所

通知

交付

○知事権限

申請 送付

申 市 鳥 総 自 事 地 事

取 合 報告 然 報告 方 務

請 町 県 事 保 務 環 所

通知 東 務 護 境

者 部 所 官 所

交付



別紙８

管理計画検討会

（１）検討会名簿

検討員 池田 啓 兵庫県立コウノトリの郷公園 研究部長

神近 牧男 鳥取環境大学 副学長

久野 武 関西学院大学総合政策学部 教授 （座長）

行政機関 京都府文化環境部自然環境保全課

京都府丹後土木事務所企画調整室

京都府丹後土木事務所管理室

京丹後市商工観光部観光振興課

兵庫県農政環境部環境創造局自然環境課

兵庫県但馬県民局県民生活部環境課

豊岡市商工観光部観光課

香美町産業部商工観光課

新温泉町商工観光課

鳥取県生活環境部公園自然課

鳥取県東部総合事務所生活環境局生活安全課

鳥取市観光コンベンション推進課鳥取砂丘室

岩美町産業観光課

事務局 環境省近畿地方環境事務所 国立公園・保全整備課

（２）作成経緯

平成19年８月１日：検討会の設置

平成19年10月14日：現地調査

平成19年10月16日：第１回検討会

平成20年６月24日：第２回検討会

平成20年９月４日：第３回検討会

平成21年10月20日～11月19日：パブリックコメント




